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陳情第 143 号「川崎市教職員待遇改善に関する陳情(資料)」 

 

１ 教員の給与について 

（１）教職調整額 

ア 教職調整額とは 

教員の職務の特殊性を踏まえ、教員については時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給しないこととし、その代わりに、

勤務時間の内外を問わず包括的に評価した処遇として給料月額の４％に相当する教職調整額を支給するとされたもの。な

お、教職調整額は給料相当とされ、地域手当や期末・勤勉手当、退職手当等の算定の基礎とされている。 

○公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 

（教育職員の教職調整額の支給等） 

第３条 教育職員（校長、副校長及び教頭を除く。以下この条において同じ。）には、その者の給料月額の 100 分の４に相当

する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。 

２ 教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。 

３ 略 

○川崎市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例 

（教育職員の教職調整額の支給等） 

第３条 市立学校の教育職員（校長、副校長及び教頭を除く。第６条において同じ。）には、その者の給料月額の 100 分の４

に相当する額の教職調整額を支給する。 

２ 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。 
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イ 職務の特殊性 

 教員の業務は、その自主的で自律的な判断に基づくものと校長の指揮命令に基づくものが日常的に混然一体として行わ

れているため、これを峻別することは極めて困難であり、管理者たる校長において、その指揮命令に基づく業務に教員が従

事している時間を特定して厳密に時間管理し、それに応じた給与を支給することは事実上不可能であるという、教員の職務

の特殊性に鑑み、教員には、一般労働者と同様の定量的な時間管理を前提とした割増賃金制度はなじまないといわざるを得

ない。（東京高判令和４年８月２５日、判決要旨より抜粋） 

 

ウ ４％とされた理由 

  昭和４１年度に当時の文部省が実施した「教員勤務状況調査」の結果が根拠となっている。この調査において、１週間平

均の超過勤務時間が１時間４８分（小学校：１時間２０分、中学校：２時間３０分）と算出され、それが超過勤務手当算定

の基礎となる給与に対する約４％に相当したため、給料月額の４％とされた。 

 

（２）職員に支給される手当 

地方公共団体の職員に対して支給可能な手当は、地方自治法第２０４条を根拠として各自治体の条例により規定されてい

るとともに、地方公共団体の職員の給与は、地方公務員法第２４条の規定により国及び他の地方公共団体等との均衡を図っ

て定めることとされている。 
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○地方自治法 

（給料、手当、旅費） 

第２０４条 略 

２ 普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴

任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当（これに準ずる手当を含む。）、へき地手当（これに準ずる手当を含む。）、時間外勤

務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地

手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、

農林漁業普及指導手当、災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。）又

は退職手当を支給することができる。 

３ 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。 

 

○地方公務員法 

（給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準） 

第２４条 略 

２ 職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定

められなければならない。 

３ 略 

４ 略 

５ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。 
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ア 川崎市職員の給与に関する条例に定められている手当のうち、教員固有の手当 

種 類 概 要 上 限 額 

義務教育等教員特別手当 人材確保法に基づき、教育職員全員に支給される手当 8,000 円（月額）

特 

殊 

勤 

務 

手 

当 

教 

員 

特 

殊 

業 

務 

手 

当 

非常災害時等緊急業務 

以下の①～③の業務に従事した場合に支給される手当 

①非常災害時における生徒等の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務 

②生徒等の負傷、疾病等に伴う救急の業務 

③生徒等に対する緊急の補導の業務  

7,500 円（日額）

修学旅行等指導業務 
修学旅行、林間学校、臨海学校等において生徒等を引率して行う指導の業務に従事

した場合に支給される手当 

対外運動競技等引率指導業務 
対外運動競技等において生徒等を引率して行う指導の業務（宿泊を伴うもの又は週

休日若しくは休日等に行うもの）に従事した場合に支給される手当 

部活動等指導業務 
市立学校の管理下において行われる部活動又は学校行事として行われる保健及び

安全的行事における生徒等に対する指導の業務に従事した場合に支給される手当 

入学試験業務 
入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定の業務に従事した場合に支給さ

れる手当 

特別支援学校業務手当 
特別支援学校に勤務する教員が障害のある生徒等に対して行う指導の業務に従事

した場合に支給される手当 

600 円（日額）

夜間学級業務手当 
本務として夜間学級において生徒に対して行う指導の業務に従事した場合に支給

される手当 

2,200 円（日額）

定時制教育手当 高等学校の定時制課程の校長、教頭、教員及び実習助手に支給される手当 34,000 円（月額）

産業教育手当 
高等学校の農業・水産・工業・商船の産業教育に従事する教員及び実習助手に支給

される手当 

38,000 円（月額）
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２ 教員の時間外勤務に関する規定 

 教員の時間外勤務に関しては、労働基準法（地方公務員法及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措

置法による読み替えあり。）及び公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定

める政令において、以下のとおり定められている。 

○労働基準法 ※地方公務員法及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法による読み替え後の規定 

（災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等） 

第３３条 略 

２ 略 

３ 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、別表第１第１２号に掲げる事業に従事する

国家公務員及び地方公務員については、第３２条から前条まで若しくは第４０条の労働時間を延長し、又は第３５条の休日

に労働させることができる。この場合において、公務員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。 

○公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令 

１ 略 

２ 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要が

あるときに限るものとすること。 

イ 校外実習その他生徒の実習に関する業務 

ロ 修学旅行その他学校の行事に関する業務 

ハ 職員会議（設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。）に関する業務 

ニ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務 
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３ 本市の教員の現状について 

（１）年齢別構成 

  令和３年度の年齢別教員数は以下のとおり。 

「第２次川崎市教育振興基本計画 かわさき教育プラン第３期実施計画」より 
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（２）勤務時間 

  令和３年度における教職員の時間外在校等時間は以下のとおり。 

 ア 令和３年度の時間外勤務の状況 

令和３年度教職員の働き方・仕事の進め方改革の方針に関する取組について（令和４年８月３１日文教委員会報告資料）より 
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イ 時間外在校等時間（月）が 80 時間を超える教職員の割合（令和３年度・年代別） 

令和３年度教職員の働き方・仕事の進め方改革の方針に関する取組について（令和４年８月３１日文教委員会報告資料）より 
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４ 近年の国の動き及び国への要望活動 

（１）「義務標準法」の審議における附帯決議 

・衆議院文教科学委員会の附帯決議（令和３年３月１７日） 

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 

（略） 

四 意欲と情熱をもって教育に取り組む優れた教員を確保するため、学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の

教育職員の人材確保に関する特別措置法の趣旨を踏まえた処遇の充実を図るとともに、義務教育費国庫負担金及び地方交

付税の財源確保を確実に行うこと。また、学校における働き方改革を推進するとともに、教育職員の勤務実態調査を行い、

これを踏まえ、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法その他の関係法令の規定について抜本的

な見直しに向けた検討を加え、その結果に基づき所要の措置を講ずること。 

（略） 

※ 参議院でも同様の附帯決議あり（令和３年３月３０日） 

 

（２）国への要望活動 

ア 指定都市教育委員会協議会による要望活動 

・令和４年度 指定都市教育委員会協議会 要望書（令和４年７月） 

１ 教職員配置の充実改善 

（略） 

（３）教員の給与改善 

教育水準の維持向上には、優れた教員の確保が不可欠であること、また、教員の大量退職により教員の確保が一層 
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困難になること、更に、優秀な人材が必要な数だけ確保できなければ、結果的に教育水準の低下を招くこと等を踏ま

え、高い専門性と職責の反映である教員給与の優位性を定めた人材確保法の趣旨を踏まえた適切な給与制度を至急

確立されたい。 

教職調整額の見直しにあたっては、実態に即した制度設計と確実な財政措置を講じられたい。 

また、教員の給与水準は、給与負担等の指定都市への移譲に伴い、各指定都市が決定することとなったが、教員の

給与制度の根幹については、法定されているところである。今後 更なる教員の給与制度の改善に向け、教育の機会

均等と教育水準の維持向上の観点から、次の事項に配慮しつつ、一定の指標ないし基準を策定されたい。 

ア 管理職手当の改善 

イ 教員特殊業務手当の改善 

特に、児童又は生徒に対する緊急の補導業務及び児童又は生徒の負傷・疾病等に伴う救急の業務に係る手当

の支給要件の緩和 

ウ 給料月額の改善 

（略） 

 

  イ 指定都市市長会による要望活動 

   ・教師不足対応に関する指定都市市長会要請（令和４年１１月） 

（略） 

７ 教職調整額について、現在の教員の勤務実態を踏まえた上で、現在検討されている一律支給の見直しや新たな手当

の創設等、実態に見合った制度への見直しを早急に行うとともに、必要な財政措置を講ずること。 

（略） 
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５ 陳情の要旨に対する本市の考え方について 

（１）陳情の要旨 

 教職員はその職務の特殊性から、一般的な時間外勤務手当は支払われていませんが、しかしながら教職員の平均時間外勤

務時間（拘束時間を指します）の長さを鑑みるに、時間外勤務の短縮だけをもって働き方改革とせず、教職員の時間外拘束

時間に対する一定程度の支払いを求めたいと思います。教職員とは川崎市教職員を指します。 

 

（２）本市の考え方 

  教員については、その勤務の特殊性を踏まえて教職調整額を支給することとし、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給

しないことが法律で定められております。また、その他手当の支給に関しても法律の定めがあることから、現状の法体系の

下では、時間外勤務手当等の支給又はそれに代わる新たな手当の支給は困難なものと考えております。 

  一方で、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の制定時と比較して、多くの教員が長時間勤務

の状況にあることは認識しております。しかしながら、時間外勤務手当等の代替である教職調整額については、その支給割

合の基準が法律で定められていることから、本市独自の支給割合を定めることも困難なものと考えております。 

本市といたしましては、「第２次教職員の働き方・仕事の進め方改革の方針」に基づいて勤務時間の縮減に取り組むととも

に、引き続き、一律支給の見直しや新たな手当の創設等、実態に見合った制度への見直しを国に要望してまいります。 


